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1.はじめに 

 

平成 7年 1月 17 日に発生した阪神・淡路

大震災においては,発災時における防災関

係機関の応急対策活動の速やかな立ち上が

りの重要性,特に被害状況を早期に把握す

ることの重要性が指摘された。これを契機

として「情報の重要性」が再認識され,いか

に情報を効率よく,収集,整理,分析するこ

とができるかが課題となった。 

災害時における情報の特性としては,被

災地が面的な広がりを持ち,かつ時々刻々

と状況が変化していくこと,防災関係機関

が情報を共有化する必要があること等が挙

げられる。これらの特性を考慮すると,災害

時における情報の処理には地理情報システ

ム(GIS)を使用するとともに,防災関係機関

がネットワーク化された共通のシステムを

持つことが効果的であると考えられる。 

このような状況の下で,国土庁では政府

の災害対応を支援するためのシステムとし

て,GIS を活用して各種の情報処理を行うこ

とができる地震防災情報システム(DIS)の

整備を進めている。DIS は,発災に先立つ事

前の備えから復旧・復興に至るまでのトー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タルシステムとしての構築を目指している

が,現在,最優先で整備を行っているのは災

害発生直後の初動対応および応急対策活動

に関する部分である。 

以下では,これらの活動を支援するサブ

システムである地震被害早期評価システム

(EES)および応急対策支援システム(EMS)に

ついて述べる。 

 

 

2.地震被害早期評価システム(EES) 

 

2-1EES の概要 

地震被害早期評価システム(EES)は,地震

発生直後の情報が限られた状況下で,被害

規模の概要を短時間で推計するものであり,

応急対策等に関する意思決定を行おうとす

る際に,迅速かつ的確な判断に資するため

の情報提供を行うことを目的としている。 

日本では,地震と被害の状況について過

去の記録が残されており,各地域における

地震の規模と被害の状況との関係を整理す

ることができる。これに近年新しく得られ

た解析手法を用いて,地震による建築物被

害およびそれに起因する人的被害の被害想 
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定を行うことが可能である。 

EES では,このようなノウハウを活用した

推計手法を備えており,データベースとし

て,地形,地盤,建築物,人口等について日本

全国で整備したうえで,気象庁や地方自治

体が全国を網羅して約2300箇所に設置した

地震計の測定データをリアルタイムに受信

し,その計測震度を用いて推計するのが特

徴である。EES は,気象庁に集約された震度

データ(観測点計測震度)がオンラインで利

用できるようになっており,震度4以上が観

測されると自動的に起動し,メッシュ(約

1km 四方)震度分布の推計と,建築物被害お 

 

よびそれに起因する人的被害の推計を行う。

(図-1) 

大規模な地震が発生した際には,EES の推

計結果は,政府の緊急参集チームの会議に

おいて,災害対策本部の設置の有無応急対

策活動の準備等,政府の初動対応の検討に

利用される。 

 

2-2 EES の運用実績 

EES は平成 8 年 4 月から運用を開始して

おり,平成 11 年 9 月末までに震度 4 以上が

観測された 110 回の地震において稼働して

いる。そのうち震度 6弱が 2 回,震度 5強が

4回含まれている。 
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この期間における最大の地震は,平成9年

5月 13 日の鹿児島県薩摩地方で起きた地震

(図-2 左)であり,最大震度 6 弱を記録し,倒

壊家屋約800棟,それに伴う死者100人未満

(15 人)という推計結果を得た。 

これは全半壊 77 棟,重傷 1 人という実際

の被害よりも大きかったものの,この3年間

で最大の被害を出した地震災害のおおまか

な規模を表現している。 

また,同じく震度 6 弱を記録した平成 10

年 9 月 3 日の岩手県内陸北部の地震(図-2

右)においては,倒壊家屋 100 棟未満(11 棟),

死者O人という推計結果であり,このときは

実際の被害(0棟,0人)とほぼ同等であった。 

 

2-3 EES の機能拡充 

EES は,既に運用状態に入っているが,さ

らなる機能拡充も行っている。 

まず,平成9年9月からは,重傷者,重篤患

者や避難者数等,推計項目を充実すること

により,関係機関の応急対策活動の準備の

ための情報としても活用している。このう

ち,重篤患者数については,後述する広域医 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

療搬送活動アクションプランで重要な意味

を持つことになっている。 

また,EES の推計結果を EMS への速報情報

としての活用も行うことができるようにし

ている。これによって,震度分布をラスター

地図に重ね合わせて市街地の分布との関係

を見たり,震度が一定以上(または以下)の

メッシュ内に存在する防災関連施設の抽出

を行うことができる。 

さらに,気象庁の新しい津波予報が平成

11 年度から運用開始されたことを受け,EES

に津波浸水の早期評価機能を付加した。こ

れは,日本全国の海岸について構築した津

波浸水予測データベース(ある海岸にある

高さの津波が来襲した場合の浸水域および

浸水深さを予測したもの)を活用して,津波

予報に示された予報区,津波高さの情報か

ら該当するデータを検索して画面上に表示

するものである。これによって,津波につい

ても地震発生直後にその浸水の状況を概ね

把握することができる。 
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3.応急対策支援システム（EMS） 

 

3-1EMS の概要 

応急対策支援システム(EMS)は,あらかじ

め整備しておく防災関連施設等のデータベ

ースと,地震発生後に収集する被害情報や

各種応急対策の準備や実施の状況について,

関係省庁から提供される情報を GIS 上で整

理して共有する仕組みを確立し,政府の災

害対策本部の応急対策活動を支援すること

を目的としている。 

EMS は全国の 1/25,000 地図をベースとし,

公共土木施設(道路,鉄道,港湾,飛行場,ヘ

リポート等)や防災関連施設(行政機関,警

察署,消防署,自衛隊,病院等)の情報をデー

タベースとして整備している。さらに,地震

の切迫性が強くかつ人口や各種都市機能の

集積が高い南関東地域においては,1/2,500

の詳細地図および避難施設,備蓄場所等,地

域防災計画に基づく防災関連施設のデータ

ベースを整備している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2 ネットワークの構築 

関係省庁に DIS の端末(クライアント)を

設置し,国土庁にあるDISサーバとのオンラ

インのネットワークを構築することにより,

関係省庁間でデータベースの共有や情報交

換ができるようになる。関係省庁は,自らが

報告すべき情報を端末から入力するととも

に,他省庁が報告した情報や地図,データベ

ース等を引き出して閲覧することができる。

通信方法は,災害時の安全性を十分に考慮

して,関係省庁等を結んで整備している中

央防災無線網を活用することとしている。

(図-3) 

DIS の端末は,平成 10 年度に首相官邸と

消防庁に設置したのを皮切りとして,数年

以内に関係省庁間のネットワーク化を完成

させる予定である。関係省庁間のネットワ

ーク化が完成すれば,EMS を本格的に稼働さ

せることが可能となる。 
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3-3 EMS のアプリケーション 

地震発災直後の応急対策として重要とな

る各種対策活動について,収集された情報

や知見を集約し,計画立案を支援するアプ

リケーション群の整備を進めている。アプ

リケーションの整備にあたっては,現在,関

係省庁間で検討が進められている実践的な

備え(アクションプラン)に対応した機能を

付加することとしている。 

平成 10 年 8 月には,アクションプランの

第 1 号として「南関東地域の大規模震災時

における広域医療搬送活動」に関する第 1

次の申し合わせが行われた。ここでは,EES

による重篤患者数の推計結果に基づき,医 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

療機関の受入に関する考え方を 3 パターン

設定すること等が盛り込まれている。この

アクションプランに対応して,医療・搬送ア

プリケーションの開発を行い,平成 11 年 9

月より運用している。 

医療・搬送アプリケーションは,南関東地

域で重篤患者が発生するという EES の推計

結果が得られた場合に自動的に起動し,地

域別の重篤患者数と受入可能数から,搬送

ルート(起点,終点,人数等)のシミュ L 一シ

ョン(仮想計画)を行い,初動対応の参考と

する。応急対策期には,現地から入手した搬

送要請,受入申請,広域搬送拠点の開設,搬

送手段の確保等の情報を地域別に入力する
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と,搬送のための条件が整ったルートから

順に自動的に地図上に表示される。また,実

際に搬送が行われた記録を保存しておくこ

ともできる。(図-4) 

 

 

4.今後の課題 

 

DIS は,今後もデータベースやアプリケー

ションを充実させ,より使いやすいシステ

ムとなるよう整備していく予定である。近 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

い将来,EMS が本格稼働するようになれば,

関係省庁間の情報の共有化が促進され,よ

り効率的な応急対策活動が可能になるもの

と期待される。 

今後とも,関係機関との連携を強めつつ

DIS の整備を推進し,災害時の対応がより一

層改善されるようつとめていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


